
市@Lアドレス、市役所の住所、連絡先などは27ページをご覧ください。

小
樽
高
等
支
援
学
校
の
見
学
会

A
12
月
5
日
㈭　

8
時
30
分
〜
15
時

C
小
・
中
学
生
の
子
ど
も
が
い
る
保
護
者

E
千
円
（
昼
食
代
含
む
）

F
25
人　

申
し
込
み
順

H
11
月
20
日
㈬
ま
で
に
、
氏
名
、
連
絡
先
を

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
で　

手

を
つ
な
ぐ
育
成
会　

J
・
K
(37)
9
6
7
8　

Mikuseikai@
aria.o

cn.ne.jp

I
障
が
い
福
祉
課　

J
(32)
6
3
5
6

高
齢
者
交
通
安
全
運
転
体
験
会

A
12
月
11
日
㈬　

13
時

B
苫
小
牧
中
野
自
動
車
学
校

C
65
歳
以
上
の
運
転
免
許
所
有
者

D
自
動
車
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
の
疑
似
体
験
、

運
転
適
性
検
査
な
ど

F
10
人　

申
し
込
み
順

H
I
11
月
1
日
㈮
か
ら
電
話
で　

安
全
安
心
生

活
課　

J
(32)
6
2
8
7

年
末
調
整
に
つ
い
て

■
勤
務
先
に
諸
控
除
の
申
請
を

給
与
所
得
者
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
は
、
通
常
、
事
業
所
が
行
う
年
末
調
整
で
精

算
さ
れ
ま
す
。
本
年
中
に
扶
養
親
族
な
ど
に
異

動
が
あ
っ
た
方
や
保
険
料
（
生
命
、地
震
な
ど
）

を
支
払
っ
た
方
は
、
諸
控
除
の
申
告
書
を
勤
務

先
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

■
年
末
調
整
事
務
担
当
者
説
明
会

A
11
月
26
日
㈫　

9
時
30
分
、
13
時
30
分

B
文
化
会
館

D
令
和
元
年
分
の
年
末
調
整
の
仕
方
や
各
種
書

類
の
記
入
方
法
の
説
明

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
苫
小
牧
税
務
署　

J
(32)
3
1
6
5　

市
市
民

税
課　

J
(32)
6
2
5
3

国
民
年
金
保
険
料
の
年
末
調
整
・

確
定
申
告

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き
は
、「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。
1
月
〜
9
月
に
納
付
し
た
方
に

は
11
月
上
旬
に
、
10
月
〜
12
月
に
初
め
て
納
付

し
た
方
に
は
令
和
2
年
2
月
上
旬
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す　

※
家
族
の
保
険
料

も
控
除
の
対
象

 

問
い
合
わ
せ
先 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

J
0
5
7
0

(003) 

0
0
4　

I
P
電
話
の
方　

J
03 

(6630)
2
5
2
5

I
苫
小
牧
年
金
事
務
所　

J
(36)
6
1
3
5　

市

国
保
課　

J
(32)
6
4
2
9

給
与
支
払
報
告
書
な
ど
の
電
子
申
告

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
え
ま
す

事
業
主
の
方
は
、
e
L
T
A
X
（
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
）
を
利
用
し
た
地
方
税
の
電
子
申
告
を
パ
ソ

コ
ン
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
用
の
際
は
、

地
方
税
共
同
機
構
へ
の
届
出
が
必
要
で
す　

※

個
人
の
市
・
道
民
税
の
申
告
は
利
用
不
可

税目 電子申告
電子申請・
届出

個人住民税

○給与支払報告
○ 給与支払報告・

特別徴収に係る
異動届出　など

○ 特 別 徴 収
義 務 者 の
所 在 地 名
称 等 変 更
届出書

法人市民税
○予定申告
○中間申告
○確定申告　など

○ 法人設立・
設置届

○異動届

固定資産税 ○償却資産

I
地
方
税
共
同
機
構　

J
0
5
7
0

(081) 

4
5
9　

HP
（http

://w
w
w
.eltax.lta.go

.jp
/

）　

市
市

民
税
課　

J
(32)
6
2
5
4　

市
資
産
税
課　

J

(32) 

6
2
7
0

固
定
資
産
税
の
軽
減
に
つ
い
て

①
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事

昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所
在
す
る
住
宅

に
、
平
成
18
年
1
月
1
日
〜
令
和
2
年
3
月
31

日
に
、
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
工
事
完
了
の
翌
年
度

分
の
固
定
資
産
税
額
の
2
分
の
1
が
減
額
。
ま

た
、
改
修
工
事
に
よ
っ
て
長
期
優
良
住
宅
の
認

定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

申
告
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
改
修
工
事
完
了
の

翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
の
3
分
の
2
が
減

額

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間
で
す　

I
北
海
道
労
働
局　

J
011 

(709)
2
3
1
1　

市
工
業
・
雇
用
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
2
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